
三田市教育委員会規則【三田市学校運営協議会規則】解説 

 

        規     則 解    説 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号。以下「法」という。）第４７条の５に規

定する学校運営協議会（以下「協議会」という。）について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

コミュニティ・スクールとは、法に

規定された学校運営協議会を設置

し、保護者や地域が学校運営に参画

する仕組みのある学校です。 

（基本理念） 

第２条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して

協議する機関として、三田市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等がそれ

ぞれの役割と責任を自覚し、学校運営への参画及び支援、協力を

促進することにより、学校、家庭、地域が一体となって学校教育

目標の達成と児童生徒の健全育成に取り組むものとする。 

 

協議会の役割は、学校運営の課題

解決や必要な支援について熟議する

ことです。その目的は、学校・家庭・

地域が一体となって学校教育目標の

達成と、子どもたちの健やかな育ち

を応援することです。 

（設置） 

第３条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、所管する全て

の学校に協議会を置くものとする。 

２ 協議会は、必要があると認めるときは、部会等の必要な組織を

置くことができる。 

 

従来からの三田型コミュニティ・

スクールの成果を踏まえ、地域の強

みを活かす仕組みづくりを通して持

続可能な組織を目指します。 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第４条 校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方

針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

 (1) 学校経営計画に関すること。 

 (2) 学校・家庭・地域の連携及び協働に関すること。 

 (3) その他校長が必要と認める事項 

２ 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づいて

学校運営を行うものとする。 

 

学校運営方針の「承認」を通して、

学校と地域がめざす子ども像等のビ

ジョンを共有し、それぞれが当事者

として共にその実現を目指します。 

※学校運営の責任者は校長であり、

協議会が学校運営を決定、実施す

るものではありません。 

（学校運営等に関する意見の申出） 

第５条 協議会は、学校運営全般について、教育委員会又は校長に

対して、意見を述べることができる。 

２ 協議会は、当該学校の教職員の採用その他の任用に関して、教

育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。ただし、

第２条に定める協議会の目的を踏まえた教育上の課題に係る事項

とし、特定の個人に関する意見は除くものとする。 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べ

るときは、あらかじめ校長の意見を聴取するとともに、校長を経

由して行うものとする。 

 

学校運営協議会の趣旨を踏まえ、

学校教育目標達成へ向けて学校運営

の課題等（困っていること、地域の支

援が必要なこと等）について地域の

力を活かした解決策を熟議します。  

委員の合意により、規則に基づい

て教育委員会に意見を申出る場合

は、「学校運営協議会事務取扱要綱」

に基づいて事務を進めます。 

（学校運営の点検及び評価） 

第６条 協議会は、三田市立学校管理及び運営に関する規則(昭和４

１年三田市教育委員会規則第１号)第６条の２に規定する自己評

価について、点検及び評価を行うものとする。 

 

協議会の大切な役割として、学校

運営について家庭や地域の視点から

点検及び評価し、改善につなぎます。 



（情報提供） 

第７条 協議会は、学校運営について、保護者及び地域住民等の参

画及び支援、協力を促進するため、協議の結果等に関する情報を

積極的に提供するよう努めるものとする。 

 

協議会を核とした多様な学校支援

活動を家庭や地域に広げることを通

して、地域ぐるみで子どもを育てる

環境づくりを進めます。 

（委員の任命） 

第８条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、１０名程度とす

る。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうち、校長の意見に基づき教育

委員会が任命する。 

(1) 保護者 

 (2) 地域住民 

 (3) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第９条の７第 1 項

に規定する地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター） 

 (4) 教員 

 (5) 学識経験者 

 (6) その他教育委員会が適当と認める者 

３ 委員は、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第３条第３

項に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。 

 

協議会は、活発な議論を通じて、学

校運営等について一定の方向性を決

定する合議体であることから、校長

は、地域の実態を踏まえて、学校のよ

き理解者として共に行動していただ

く方を選びます。 

教育委員会は、校長意見に基づい

て委員として任命することから、教

員以外の委員は特別職の地方公務員

となります。 

※校長は学校運営の責任者であり、

協議会委員にはなりません。 

（委員の任期） 

第９条 委員の任期は、教育委員会が任命した日からその日が属す

る年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、同一の委員に

ついて、連続して５年を超えて任命しないことを原則とする。 

２ 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やか

に校長の意見に基づき新たな委員を任命するものとする。 

３ 新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 教育委員会による委員の任命は、

１年を任期とし、連続５年を原則と

します。しかし、協議会の趣旨を踏ま

えて継続的に活性化を図る観点か

ら、校長の意見により５年を超えて

任命することも可能とします。 

（報酬） 

第１０条 委員の報酬は別に定める。 

 

 

 

教員以外の委員は、教育委員会任

命による特別職の地方公務員となる

ことから報酬の対象となります。ま

た、学校運営等について、学校や地域

の実態に即した実質的で活発な議論

が求められることから、学校関係者

として守秘義務等を定めています。 

 

 

（守秘義務等） 

第１１条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。 

２ 前項に規定するもののほか、委員は、次の掲げる行為をしては

ならない。 

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと 

 (2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当

に利用すること 

 (3) その他協議会及び学校運営に著しく支障をきたす言動を行う

こと 

（会長及び副会長） 

第１２条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出

する。 

２ 会長は、協議会を代表し、議事を掌る。 

 

 

 

 



３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたと

きは、その職務を行うものとする。 

  

協議会が、その趣旨を踏まえ、目的

に沿って、適切に役割を果たすため

に会長、副会長を選出し、円滑に会議

を運営するために、必要な事項を定

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会議） 

第１３条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。た

だし、緊急を要する場合においては、この限りでない。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできな

い。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

（会議の公開） 

第１４条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が公開す

ることが適当でないと認めるときは、非公開とすることができる。 

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なけれ

ばならない。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

（研修等） 

第１５条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及

び責任について正しい理解を得るために必要な研修等を行うもの

とする。 

 

 

 

三田市においては、第３期三田市

教育振興基本計画に基づいて、地域

ぐるみで子どもを育てる環境づくり

を進めるために、三田型の成果を踏

まえてコミュニティ・スクールの活

性化を図ることとしています。 

 各学校において、協議会がその趣

旨を踏まえ、目的に沿って、適切に役

割を果たすために、教育委員会は運

営状況等を把握しながら、必要に応

じた支援を行うために必要な事項を

定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

（協議会の適正な運営を確保するための措置） 

第１６条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握を

行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営

が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生

ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を

確保するための措置を講じるものとする。 

２ 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成をおこなうこ

とができるよう必要な情報提供に努めなければならない。 

（委員の解任） 

第１７条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、委員を

解任することができる。 

 (1) 本人から辞任の申出があった場合 

 (2) 第１１条の規定に違反した場合 

 (3) その他解任に相当する事由があると認められる場合 

（委任） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別

に定める。 

 付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（招集の特例） 

２ この規則の施行の日以後に最初に開かれる会議は、第１３条第

１項の規定に関わらず、校長が招集する。 



                                               


